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土木森林環境委員会会議録 

日時 平成２３年３月９日（水） 開会時間 午前１０時０６分 

閉会時間 午後 ０時１１分 

場所 第一委員会室 

委員出席者 委員長 棚本 邦由 

副委員長 丹澤 和平 

委員 深沢登志夫 皆川 巖 大沢 軍治   望月 清賢 

 岡  伸 金丸 直道 安本 美紀 

委員欠席者 なし 

説明のため出席した者 

森林環境部長 中楯 幸雄     林務長  岩下 正孝   

森林環境部理事 石合 一仁    森林環境部次長 山本 正彦    

森林環境部技監 深沢 武       森林環境部参事 清水 利英   

森林環境総務課長 深尾 嘉仁    環境創造課長 小野 浩   

大気水質保全課長 窪田 敏男    環境整備課長 守屋 守 

みどり自然課長 山縣 勝美      森林整備課長 宇野 聡夫   

林業振興課長 大竹 幸二       県有林課長 江里口 浩二   

治山林道課長 岡部 恒彦  

 

議題 ※第１１号 山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料条例中改正の件 

※第１３号 山梨県立自然公園条例及び山梨県自然環境保全条例中改正の件 

※第１６号 平成２３年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中土木森林環境委

員会関係のもの及び第２条債務負担行為中土木森林環境委員会関係の

もの 

※第１７号 平成２３年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算 

※第２６号 平成２３年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計予算 

※第３５号 林道事業施行に伴う市町村負担の件 

※第４６号 平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環

境委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関

係のもの及び第３条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係の

もの 

※第４７号 平成２２年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 
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※第５１号 平成２２年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算 

※請願第 20－11 号 気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

 

審査の結果 議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。また、 

請願第 21-11 号については、採否を留保するものと決定した。 

審査の概要  午前１０時０６分から午後０時１１分まで森林環境部関係の審査を行った。 

主な質疑等  

 ※第４７号 平成２２年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

質疑 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※第５１号 平成２２年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算 

質疑 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※第１１号 山梨県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料条例中改正の件 

質疑 

 

岡委員  今の説明でありますが、今まで５年ごとに検査させていたわけですが、なぜ

それを廃止をすることになったのでしょうか。 

 

守屋環境整備課長 まず、そのメリットとして業者の手続きの簡素化ということをうたってお

ります。更新は５年に一度行うものですが、それにあわせてチェックをすると

ころはチェックをしているので、この５年に一度の定期検査を更新とあわせて

両方やる必要はなく、また、定期検査には一定の費用もかかりますので、それ

は免除してインセンティブを与えるということになっています。 

 

岡委員  更新と、それから今までやっていた定期検査の一方を外すということについ

ては、規制緩和という言い方はされますけれども、やっぱりチェックすべきも

のはチェックしなければいけないのではないですか。 

 

守屋環境整備課長 この件につきましては、国の法律に定められているものでありますので、

県とすればそれに従って認定の事務を行っていきたいと考えております。 
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討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※第１３号 山梨県立自然公園条例及び山梨県自然環境保全条例中改正の件 

質疑 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※第１６号 平成２３年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員会

関係のもの及び第２条債務負担行為中土木森林環境委員会関係のもの 

 

       （住宅用太陽光発電設備設置費補助金について） 

大沢委員  森の１０、環境創造課の住宅用太陽光発電設備設置費補助金について。今、

電気屋さんたちは、テレビとかは全部変わったから、今度は太陽光発電の方を

やりたいということです。住宅用の太陽光発電装置は２０年なり３０年の耐用

年数がある。そのころにまたこの補助があるかどうか、毎年、毎年こういうふ

うな利子補給がされていくかどうかということを一般の人たちは心配してい

ますので、その辺の見解をまずお伺いしたい。 

 

小野環境創造課長 今、大沢委員のお尋ねは、県の助成制度が続くかという御質問だと思いま

すけれども、国の補助金の制度もそうでございますが、太陽光発電の設備を設

置する場合には初期投資がかかります。１キロワット当たり６０万円程度と言

われていますから、一般家庭につける場合は、県の平均で言いますと大体２５

０万円ぐらいはかかるのではないかと思います。その初期投資も大変だという

ことで、国、県ともに助成制度を出しているわけでございます。現在はパネル

が高いのですが、普及が進みますと、それがだんだん安くなってくるわけでご

ざいまして、耐用年数のうちに、初期投資が回収できるだろうということも想

定されるわけでございます。当面はそうした補助制度は続けてまいりたいと考

えておりますけれども、永久的にずっとこの制度を続けていくかといいますと、

太陽光発電のパネルの単価とその発電量に見合った売電価格というものがあ

るわけでございますから、全体的な中でコストが回収できるようであれば、助

成制度につきましては永久的に存続するということはあり得ないと思ってお

ります。 

 

       （特定鳥獣保護管理費について） 

大沢委員  それは、結構です。 

  もう１点ですね、きのう岡委員がニホンジカの質問をしたんですが、みどり

自然課の保護管理費について。ニホンジカは何とか減らさなければならないが、 

ここでは保護といっている。これはどちらなのですか。 

 

山縣みどり自然課長 農林の被害を軽減するためには、確かにニホンジカの個体数を減らして

いくことが重要であります。そのためにかなり予算をいただいて捕獲を実施し
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ております。片や、森林環境部としては生物多様性の維持、生態系の確保とい

う部分も仕事であります。農林被害を防止するためにとことん捕獲を実施して

個体数が極端に減ってしまう、捕獲を余りやり過ぎると生態系のバランスが崩

れるということも考慮していかなければならないということで、捕獲と保護の

バランスを考えながらもろもろの事業を実施していくということでございま

す。 

 

       （武田の杜再整備事業費について） 

安本委員  森の３３ページ、県有林課の武田の杜管理費の新規事業で、武田の杜再整備

事業費についてお伺いしたいと思います。県民の杜でありますが、私は羽黒に

住んでいますので、金川の森のように手軽に行けるところであり、森林を活用

した公園、森林セラピーなどの森林浴といったこともありますので、遊歩道等

がもう少し整備されて便利になればいいと思っておりましたところに、再整備

事業ということで計上されております。先ほど簡単な説明も伺いましたけれど

も、今回新規として取り上げられた理由と、計画をつくられるということで、

どのように進められるのか教えていただきたいと思います。 

 

江里口県有林課長 武田の杜再整備事業でございますけれども、甲府市近郊のいわゆる里山と

して、森林浴やバードウオッチング、トレッキングをされたりというように、

いろいろな利用をされているところです。この施設自体は昭和４８年にできた

もので、かなりの年数がたっているということ、あと、眺望が非常にいい場所

ですので、その眺望の確保のための整備も今回やっていきたい。それともう一

つ、恩賜林御下賜１００周年の記念ということもあり、今回、新規事業として

整備費用を計上させていただきました。どういう方向で検討するか、整備のた

めの基本計画及び実施設計の費用を載せさせていただいています。 

 

安本委員  ８,０００万円という額は大きい金額だと思いますけれども、どういうふう

に整備をするのか、検討、構想、計画の策定委員会といったものも設置される

んでしょうか。 

 

江里口県有林課長 今の８,０００万円の費用の内訳ですけれども、基本計画、実施設計の費用

と、先ほど言いました眺望確保のための整備費ということで、一部園路の新設

を考えています。そういう事業費も含めての８,０００万円です。今のところ、

地元の方々の意見を聞く中で今回の基本計画を策定していきたいと思ってい

ます。 

 

安本委員  質問ではありませんけど、ぜひ地元の皆さんの要望も、たくさんの方が歩い

ていらっしゃると思いますので、しっかり聞いていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※ 第１７号 平成２３年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算 

        （財産運用収入について） 

丹澤委員  恩賜林特別会計の中で財産運用収入が２２億５,０００万円ありますね。こ
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れは具体的に何ですか。 

 

深尾森林環境総務課長 財産収入の主なものは１の方にございます財産運用収入２２億５,７

００万円ですが、これにつきましてはほとんどが土地の貸付料となっておりま

す。 

 

丹澤委員  この間、私は代表質問で林業公社の質問をさせていただきました。そのとき

に、林業公社は８,０００ヘクタールで２７０億円の債務があります。２７０

億円のうち、現時点では債務超過をしている部分は２億円しかないというふう

に決算上はなっています。これは、山にある木を帳簿上の簿価で評価をしてい

るからですが、実態に合っていないのではないか、時価で評価しなさいという

ことで、公益法人の会計基準が変わり、その評価基準が変わった。そして、実

際の山の価値は７０億円ぐらいしかないのではないかということで、実質的に

は２００億円の債務超過になっているという答弁をしていただきました。皆さ

ん本当に一生懸命、２３年度中に林業公社をどうするか、存廃も含めて検討し

ていただけるということですから、これは大きく踏み出していただいたなと思

うので、それは期待をいたしております。 

  林業公社では、８,０００ヘクタールで２７０億円ですが、県有林は１５万

８,０００ヘクタールあるんです。こうやって見ると、全く赤字が出ていない。

これは県の予算会計上の仕組みですが、どうしてこういうふうに赤字が出ない

仕組みになっているんですか。 

 

深尾森林環境総務課長 ただいま丹澤委員からお話がありました。２３年度の当初予算、恩賜

県有財産特別会計につきましては５６億円余りの予算とさせていただいてお

ります。そのうち、今、丹澤委員がおっしゃられました林業収入は、県の補助

金等を含めての話ですが、１３億円あります。経費につきましては、人件費も

含めましておおむね３３億円程度かかっております。一方、恩賜県有財産は、

恩賜県有財産管理条例に、明治４４年３月１１日の特別御下賜の御料地をいう

という規定がございます。当然、森林と、土地の方も恩賜県有財産として含ま

れておりますので、先ほど財産収入は何かという御質問がございましたけれど

も、土地の貸付料が収益として４２億円余り、行政財産使用料も含めてありま

す。これにかかっている経費が２３億円程度ということで、こちらの方に利益

が出ておりますので、林業収入と、それから土地の貸付にかかるものというこ

とで、この会計上はバランスがとれているというようになっております。 

 

丹澤委員  土地の貸付料に伴う財産運用収入ですが、当然、行政財産は貸し出しません

よね。普通財産でなければ貸し出せない。この管理条例によりますと、恩賜県

有財産で国土保全または恩賜県有財産経営のため必要あるものは行政財産と

するということです。つまり、行政財産を限定しているわけですよね。という

ことは、全体はともかく普通財産ですよという考え方なんですか。 

 

深尾森林環境総務課長 申しわけございません。管理条例にはそのように書いてございますが、

先ほどもお話ししました一部行政財産の貸付というのがございまして、これが

一部と言いながら１８億円あります。このほとんどは、北富士演習場の部分で

ございます。それについては行政財産として貸しつけております。それ以外に

つきましては、普通財産として貸しつけて財産収入の項目で受け入れておりま

す。 
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丹澤委員  では、普通財産として貸しつける土地というのは、どのようになれば普通財

産に切りかえて貸しつけるんですか。 

 

江里口県有林課長 普通財産にするということにつきましては、恩賜県有財産の施行規則の中

の第１条で国土保全または恩賜林経営のために必要がないものと認めたもの

については、その用途を廃止、行政財産を廃止して普通財産にすると規定して

おります。 

 

丹澤委員  管理条例では、恩賜県有財産の経営のために必要なものは行政財産とすると

ありますが、今、課長さんが言ったように、施行規則の方では、恩賜林経営の

ために必要ない土地は貸していいとしており、それが２２億５,７００万円と

いうことになりますね。今、２３億円あまりと言ったのは、このことだと思う

のですが、この普通財産として貸している部分は、恩賜林経営のためには関係

ない土地だというが、今、話を聞いていると、この金を恩賜林経営のために使

っている。そしてとんとんですと。片方はわずか８,０００ヘクタールで２７

０億円も赤字をつくっている。林業経営という立場で考えてみると、県有林は

ちっとも赤字が出ていませんと言っているけど、県民の福祉増進のためにそう

いう土地を使わなければいけない。そこから上がった事業費というのは恩賜林

経営に使ってはいけないのではないか。むしろ、県民福祉のために使うべき金

ではなかったのかと思うんですけれども、それはどうなんでしょうかね。 

 

江里口県有林課長 先ほど言いましたように、国土保全及び恩賜林経営のために必要ないと認

めた場合に普通財産としていることについてです。まず恩賜林は、国土保全と

林業経営を両立させてくださいという御下賜の趣旨のもとで、今、県有林、恩

賜林があるということですので、基本的には恩賜林は行政財産として管理をし

ています。その中で、一部そういう必要性がないものについては、普通財産に

しているのですが、そこの部分から出た収入については、恩賜林ですので、恩

賜林経営の中で使うということで、恩賜県有財産特別会計が成り立っていると

私どもは理解しています。 

 

丹澤委員  施行規則を見ますと、恩賜林経営に使わない、必要ないと言っているんです

よね。必要ないから民間に貸してもいいと言って貸しているわけですよ。その

金を恩賜林経営に使うのなら、恩賜林経営に必要があるということでしょう。

僕が言っているのは、皆さんはこの金があるから、県有林の管理には一銭も金

がかかっていない、あたかも金持ちのように言っているけども、本当はこの財

産運用収入の２２億５,０００万円、つまり普通財産として貸しつけているこ

とをちゃんと明確にしておかないと、これも一緒に使ってしまって恩賜林経営

だというのは、それはおかしいのではないかということです。ちゃんと明確に

土地会計は土地会計に、林業経営会計は林業会計にしておく。それはどれぐら

い、今、赤字が出ているのか。 

  今、総務課長の説明では、実質的には、木を売っての収入は１３億円しかな

いというんでしょう、ともかく林業だけの会計でいくと１３億円しかない。し

かし、支出は３３億円ある。恩賜林だけの管理会計で見たら、毎年２０億円の

赤字が本当は出てきていて、それを土地代で埋めている。だから、別途、明確

にしておかないと、恩賜林会計はいつも黒字で、ちっとも危険がないというこ

とになってしまうのではないか。だから明確にすべきじゃないかと思いますけ

れども、いかがですか。 
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江里口県有林課長 今の御質問ですけれども、普通財産だったとしても恩賜林から外している

わけではなく、恩賜林としての管理は当然やっているわけです。そういう会計

として恩賜県有財産特別会計が成り立っていますので、その中で林業経営のた

め、要は森林整備、強いて言えば県民の安全安心を担うための森林整備につい

ても貸付料収入の一部を充てることについては問題はないと私どもは思って

おります。 

 

丹澤委員  では、恩賜林経営のために貸しつけているんですか、この土地は。恩賜林経

営に必要だから、普通財産にして貸しつけていると。植林の費用がないから一

部を普通財産に切りかえて、恩賜林経営に必要がないのではなくて、恩賜林経

営のために必要があるから普通財産に切りかえて、お金稼いでいるんですよと、

こういう言い方ですね、課長さんのおっしゃることは。 

  そうすると、ここに書いてあることといささか違うじゃないかと僕は思いま

すが。恩賜林経営のお金を稼ぐために普通財産に切りかえて充てているという

ことは、恩賜林経営のためにやっているんでしょう、それは。そうじゃないの

ですか。 

 

江里口県有林課長 恩賜林経営のためというか、県有林は１５万８,０００ヘクタールあります

ので、その財産の中で貸付料収入もあったり、木材の収入もあったりして、そ

れを一つの恩賜県有財産特別会計として扱っている以上、その中で予算の範囲

内で森林整備等をやらせていただいているということでございます。 

 

丹澤委員  幾ら話しても、どうもかみあわないんだけど、書いてあることを素直に読む

と、恩賜林経営に必要ない土地を貸していい、恩賜林経営に必要ないと言って

いるんですから。でも、今、課長さんは、恩賜林経営に必要だから土地を貸し

て、それを恩賜林経営のために使うんだと言っているわけですよね。そこをち

ゃんと明確にしておかないと、片方は８,０００ヘクタールで２７０億円も赤

字をつくっている、片方は１５万ヘクタールも持っているけれども全く赤字が

できない。このからくりは何かというと、本来であれば県民の財産である土地

を貸して、それを恩賜林経営のためにみんなつぎ込んでしまう。恩賜林経営に

つぎ込んでしまうのではなくて、使うのであれば、ちゃんと恩賜林会計に、恩

賜林の林業経営のために使うということを明確にしておいた方がいいのでは

ないかと言っているんですよ。 

  そうしないと皆さんも全く危機感がなく、片方は２７０億円も赤字があって、

みんなから責められている。県有林は、県有林会計だけで見たら本当は大赤字

なんでしょう、きっと。そういう危機感を持つためにも明確にしておいた方が

いいんじゃないかと思うんですけれども。 

 

江里口県有林課長 危機感があるかどうかという話ですけれども、我々としても林業経営する

上で、どのぐらいで生産されたものか、それをどのぐらいで売れるかというコ

スト計算というのは常に頭に置いてやっていかなければならないと当然思っ

ています。ただ、先ほど来言っていますように、恩賜林の特別会計は、１５万

８,０００ヘクタールの財産をいかにして管理していくかということの中でや

っていますので、その中で貸付をするところもあるでしょうし、森林の整備を

していくところもある。森林として管理していくところもあるということで、

国土保全と林業経営の間で両立させていくという御下賜のときの趣旨を今も

曲げないでうまく対応させていただいているということでございます。 
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丹澤委員  私はこの金を使ってはいけないと言っているんじゃないんですよね。明確に

した方がいいんじゃないですか、恩賜林経営という問題と、土地を貸したこと

から入ってくる収入は。この恩賜林は、恩賜林の木を売って得る収入ではとて

も維持できないわけでしょう。維持する金はどこから来ているかというと、不

要と言った土地の土地代が入ってきているから維持できているんですよね。こ

れは恩賜林経営に要らないと言った土地を貸した金をつぎ込んでいるわけで

すから、そこのところをちゃんと明確にしておいた方がいいんじゃないんです

か。検討してください。 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※第２６号 平成２３年度山梨県林業・木材産業改善資金特別会計予算 

質疑 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※ 第３５号 林道事業施行に伴う市町村負担の件 

質疑 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

※請願第 20－11 号 気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

意見 なし 

討論 なし 

採決 全員一致で採否を留保すべきものと決定した。 

※所管事項 

質疑 

（次期最終処分場について） 

岡委員  １１月の段階で、知事に次期産業廃棄物最終処分場は２年なり３年おくれる

というような御説明をいただいて、若干委員会でも質問した経過があるんです

が、環境アセスの経過の中で、オオタカだとか、あるいはミゾゴイなどの希少

動物がいたと、こういうふうな話が先ほどあったんですけれども、今現在の進

捗状況はどのようになっているんですか。 

 

守屋環境整備課長 現在、委員がおっしゃられた環境影響評価の手続きを進めているところで
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ございます。環境影響評価は大きく分けて３つあり、まず方法書。審査の方法

や、どういう調査をするかという方法書をつくります。それについては既に終

わっております。続いて、その方法書に基づきまして準備書。これは調査をし

て環境にどのような影響があるか、それからその環境負荷をどう低減していく

かというものをつくり、準備書として用意しまして、今後、住民あるいは審査

会などへかけて審議を行うという段取りになっており、今、この準備書の作成

を進めているところでございます。 

  この準備書の作成を終えた後で公告縦覧をするなりして、意見をもらう。そ

の次の段階は評価書の作成に入ります。評価書については来年の１月、２月ぐ

らいからと想定はしていますが、今、その準備書の作成に鋭意努めているとこ

ろでございます。 

 

岡委員  準備書そのものも閲覧などの関係があって、時間がかかると感じているわけ

でありますけれども、２年ないし３年のおくれでいいんでしょうか。確認をし

ておきます。 

 

守屋環境整備課長 委員御指摘のとおり、昨年１０月に知事が２年ないし３年おくれる、その

理由とすればミゾゴイ、オオタカの調査に２年はかかるので、不測の日数を要

しているということでございます。 

  今後の予定ですが、あわせてそのときに、操業開始を２９年中とするという

ことで、初めの予定では２６年中としていましたので、実際には環境影響評価

の影響は２年半ということで想定をしているわけですが、それを２年から３年

程度不測の日数を要して２９年中とするということで、今現在、作業を進めて

いるところでございます。 

 

岡委員  今現在、あそこは２８ヘクタールという中の１２ヘクタールを最終処分場と

して予定されていると、私は理解をしているわけです。そういう中で、実際問

題として、あそこは最終処分場と中間処理場、それから地元要望地域という３

区画という形になってくるわけであって、それら全部を事業団が抱えて、指導

していると理解しているんですが、それでよろしいでしょうか。 

 

守屋環境整備課長 面積は約２８ヘクタールで、今言われたように、甲府・峡東地域ごみ処理

施設組合の中間処理施設が約９ヘクタール、それから地域振興事業として７ヘ

クタール、それから処分場事業として１２ヘクタールでございます。今、環境

影響評価は共同で事業を実施しておりますので、それについてはごみ処理施設

組合と一体となって進めているところでございます。 

  ただ、中間処理施設は甲府・峡東地域ごみ処理施設組合が主体となってやっ

ているものでございますので、県・事業団は特に何らかの支援をするというこ

とではございませんが、地域振興事業の実施につきましては県が地元の方々の

窓口となって進めているところでございます。 

 

岡委員  実際問題といたしまして、２８ヘクタールの地権者の数はどのぐらいになる

んですか。 

 

守屋環境整備課長 ２８ヘクタール全体といいますと、処分場以外のところも含めてというこ

とでございますが、８０から９０ぐらいの地権者ということで、今、確認をし

ているところでございます。 
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岡委員  一時、反対の方々もいたとお聞きいたしているわけでありますけれども、現

在はその８０ないし９０名の方々は全員が賛同して、書面で印も取れるわけで

すか。 

 

守屋環境整備課長 登記等で確認をしている人数でございまして、まだ用地測量も終えており

ませんので、実際、個々に地権者の方々に直接当たっているということはござ

いません。委員がおっしゃられたように、すべての方が快く土地の売買に応じ

ていただけるかどうかは、現在のところ全部確認しているわけではございませ

ん。 

 

岡委員  そうであるならば、２９年中ということは非常に不安定になってくるのでは

ないかと感じるんですね。反対者がいると、私は聞いたわけですけれども、ま

だ完全に確認されていないということであるなら、もし今から反対者が動き出

したならば、結果的に２年ないし３年どころじゃなくて３年ないし４年という

形でおくれていくんじゃないかと感じるんですけど、いかがですか。 

 

守屋環境整備課長 ２８ヘクタール全部といいますと、これは中間処理施設も入るという話を

しましたが、実際には個々ではなくて地権者会とは何回か打ち合わせはさせて

いただいています。県の処分場関係でいきますと、基本的には全くだめだと言

われている地権者は今のところないと把握をしておりますが、実際に交渉を

個々にする過程でどのような形でいろいろな要望が出るかわかりませんので、

環境アセスが終わるころを見計らってそのような作業を進めていくのだろう

と思います。 

  ですので、実際に単価だとかいろいろな条件がございますので、それは現在

のものですべていいということではないということで、先ほどそういう話をい

たしました。 

 

岡委員  私が危惧するのは、おくれては困るわけです。今までの明野の問題もありま

すから、そういう例もあると私は心配をするわけです。ですから、地権者会と

しては大丈夫だというふうな御確認をいただいたようでありますけれども、私

が聞いている中では若干そういう動きがあったと聞いているわけです。ですか

ら、そういう点を含めて、しっかりと地権者会の中で確認をとっていくことが

必要じゃないか。いうならば、全地権者、８０ないし９０名全員の確認をしっ

かりとって、おくれるのだったらおくれるということをちゃんと出してこなけ

れば、不安定になるんじゃないかと感じるんですね。 

  私も今回で終わりますから、もうこれ以上質問する人は出ないと感じますけ

れども、いずれにいたしましても、やっぱりしっかりした確認の上で事業を進

めていっていただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。 

 

守屋環境整備課長 用地の買収に当たりましては、委員が先ほど２８ヘクタール全体の話をさ

れましたが、当然、地権者も相当数、ごみ処理施設組合の地権者とダブってい

ます。ですので、それらの交渉については県も入って、事業団と、ごみ処理施

設組合も一体となって、今後地権者会を通じて当たっていくということで、連

携を密にしながら進め、予定どおり事業が着手できるように進めていきたいと

考えております。 

 

岡委員  わかりました。いずれにいたしましても、ぜひ慎重な対応をしていただきた

いということを言っておきます。 
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  あと一つですが、環境アセスが終わり、評価書が出て、事業へ入っていく。

そうすると、いつごろ用地測量に入って確定をしていくんでしょうか。 

 

守屋環境整備課長 用地測量につきましては、環境アセスメントの途中から入りたいと思って

おります。その辺はまた、今後６月に基本的な方向性を出すことになっており

ますので、それらを踏まえながら当たっていきたいと考えております。 

 

岡委員  そうすると、現在まだ８０ないし９０名の地権者の中で、例えばどういう相

続関係があるか、また、県外へも行っている、あるいは外国へ行っている地権

者も出てくるわけですね。そういうことは、現在、全くわかっていないわけで

すか。 

 

守屋環境整備課長 全くわかっているというわけではなくて、当然、登記簿などを見たりして

おります。その辺は、基本的には今後具体的に当たる中で把握をして進めてい

きたいと考えております。 

 

岡委員  では、６月に基本的な方向性を出すということで、３カ月ばかりしかないわ

けですから、ある程度の計画が出されたと感ずるわけでありまして、そういう

中でいつごろ、最終処分場の建設にかかろうとしているんでしょうか。そこだ

け確認したいと思います。 

 

守屋環境整備課長 ６月に基本的な方向性を出すということですが、今のところ２４年度中に

アセスが終わります。終わる予定で今進めておりますので、それが終われば着

手できるかなということでございます。 

 

岡委員  部長も最終処分場問題についてはかなり心を痛めているところもあるわけ

でありまして、今回、どうしてもおくれては困ると私は思っているわけであり

ますから、その辺の決意を聞かせていただきたいと思います。 

 

中楯森林環境部長 境川につきましては、課長から再三答弁申し上げておりますが、４市が取

り組む中間処理施設と併設した形での最終処分場計画であり、中間処理施設の

実施主体は当然地元になりますけれども、地域振興施設の窓口として、県が地

元の方々と話し合いをしたということでございます。それぞれ実施主体は違う

わけでありまして、今、私どもが一番懸念しておりますのは、岡委員も甲府市

の地元の対策協の会長をされておりますが、地元の焼却施設の使用期限が２７

年で切れるのを２９年まで延長した。こういう事態が、４市に起きないように

することは非常に重要でありまして、我々が迷惑かけるようなことがあっては

ならない。そのようには認識をしております。 

  そうした上で、当然、共同してやっているアセスにつきましては、この間の

本会議で知事が申し上げましたが、２４年には終わっていけるだろうというこ

とでございます。私どもは、この６月議会に処分場の基本的な考え方をお示し

していくということでありますので、それぞれ４市の問題を含めまして、焼却

施設についてはおくれることがあってはならん、そこには十分な配慮が必要で

あります。山梨市の市長さんも大変なご苦労をなさっております。東山梨の処

理施設、山梨市の処理施設、これにまだし尿もあるようでございますけれども、

大変なご苦労をされて、地元の方々の御理解を得る努力をされております。こ

ういう中にあって、２９年の４市の中間処理施設に影響があるようなことがあ

ってはならないだろうということで、アセスについては２４年を完了としてい
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く。そこからは、６月にお示しをする基本的な方向性の中で、処理場について

はお示しをしていきたいと考えておりますので、鋭意御理解をお願いしたいと

思います。 

 

岡委員  はい、了解。 

 

丹澤委員  今、話を聞いていると、２９年に操業開始ということのようですけれども、

今回の代表質問で知事が６月議会に、まずこの境川を解決するためには、明野

問題を解決しないと移行できないとのことでした。私たち議会が要所要所でき

っちりと確認をしてこなかったことで、明野は大きな問題になってしまった。

今度、境川に移ってしまっても、２３万トンがまだ埋まらない。埋まらないど

ころか、まだほとんど見通しも立っていない。現状では、埋め立てがストップ

している。しかし５.５年という期間があって、中断があっても終期が決まっ

ているということですから、どんどん終期が迫っているということになります

よね。３５億円の赤字になると言った経営審査委員会が、当時の使用料の収入

を安くして、たくさん入れましょうということで大分下がりましたよね。中断

している期間があって埋め立て期間が短い。なおかつ最終処分量が当初試算し

たときの半分。そして価格も処理料も極端に少なくなっていて、３５億円どこ

ろじゃない、もっとたくさんの赤字が出ると私は予測をしておりますけれども、

そういう問題を６月に解決する。そして、境川がどれぐらいの面積が必要なの

かということを明確にしないと。今、聞いていると２８ヘクタールには地権者

が９０人もいて、まだ個別交渉はしていませんけれども全部買収しますという

ことです。 

  そもそもそういうことを全く議会で議論しないうちに、片方ではどんどん、

３倍もするような、６０万とか７０万立米とも言われるような大きな処理場を

つくるということを想定しているわけですよね。だから、まず明野の処分場を

どうするのかということの結論をきっちりと出す。６月にどの程度のものを出

すのか。そうしないと、境川に移行するにしても規模も決まらない、建設費用

だって決まらないと思うんですよ。 

  今、聞いていると、もう既に２８ヘクタールの用地買収は決まっていて、そ

れにどのぐらいの大きさのものをつくるのか。既に前回の計画どおり進んでい

るように聞こえますけれども、そういう状況なのですか。 

 

中楯森林環境部長 私が答弁申し上げましたのは、４市の処理施設に影響があるようなことが

あってはいけないので、整合性をとり、スケジュールどおりしっかりとやって

いこうということで、アセスの関係は２４年をめざす。そこまで共同してやっ

ていければ、４市の問題は４市で進めればいいわけでありますから、御迷惑は

かけないだろうということです。地権者数については承知をしておりますので、

この６月に方向性を示す中で、境川のあり方は今後お示ししようということで

ございます。 

  もう１点、明野の問題でございますけれども、搬入停止になってもう半年た

ちますが、この動向にもよります。しかし、知事が申し上げていますように、

６月議会に収支の方向性はお示ししなければなりません。稼働している状況で

お示しできるのか、停止している状況でお示しするのか、あるいは推測でお示

しするのか、いろいろなケースがあると思いますが、現在の埋め立て量、ある

いは将来推計をしながら、その推計値をお示ししてまいりたいと思います。そ

のときに当然、経営審査委員会で３５億円の赤字が出るとされているわけでご

ざいますので、抜本的な赤字対策をどうするかという予算も含めて６月議会で



平成２３年２月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 13 - 

お願いしたいということで、その辺の御議論はしていただくということを考え

ております。 

 

丹澤委員  そうすると、今、８０人とか９０人の地権者がいて、おれの土地は買っても

らえるんだなと、期待をしている人もいるし、さっきの答弁から聞くと反対の

人はそんなにはいないようだけれども、６０万だか７５万立米のものを想定し

て８０人ということですか。もし縮小計画にしたら、それはどうなるんですか。 

 

守屋環境整備課長 現在の６０万立米でいけば、処分場用地は１２ヘクタールでございます。

今後、適正な規模はどのようにするのかということを受けとめながら、今は必

要な面積は基本的には１２ヘクタールと考えているわけですが、この部分を含

めて６月の議会の中でお示ししていきたいと考えております。 

 

丹澤委員  そうすると、今の、県の最終処分場は１２ヘクタールということらしいです

けれども、その地権者にはどの程度の話がしてあるんですか。 

 

守屋環境整備課長 地権者会、それから地元区というのは基本的に同じ方々ですけれども、現

在の県の計画を示して、実施する場合には用地を当然買収させていただくとい

う話はさせていただいていますが、実際に個々の方々に具体的な話をしている

わけではございません。実際は、今後の環境影響評価が終わった後に個々の交

渉はしていくことになりますので、現段階での県の経過を説明しながら、相手

方に県の計画を御理解いただいている段階でございます。 

 

丹澤委員  明野の処分場と境川の処分場というのは、もう密接に連携している話ですか

ら、まず大前提である明野をどうするかということをきっちり片をつけた上で

ないと、向こうへ着手して、向こうに過度の期待感を持たせてもいけませんか

ら、６月にどの程度の結論が出せるのか。６月にいきなり議会へ出してきて、

議会に出す前に議論すべきだなんていうことは間違ってる、これは当然だと思

うけれども、議会でしっかりと議論できるような場をつくっていただきたい。

もうここへ出たときは最終であって、聞く耳も持たないということではなく、

そういう議論の場をしっかりと設けてもらって、明野問題をしっかり解決して、

しかる後に境川に着手しないと、まさに同じ轍を踏んでしまうことになりかね

ませんから、ぜひそれをお願いします。 

 

中楯森林環境部長 明野と境川、これは当然、連動している話でございます。その問題の中で

明野は今動いておりませんので、収支の見通しをお示しするというところまで

しか申し上げておりませんけれども、いずれにしても６月議会にはしっかりと

御議論いただくように方向性を出さなければなりません。私どももできれば委

員の方に議会前に御協議いただけるような場をおつくりいただければありが

たいとも考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

その他  ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

 

以 上 

 

土木森林環境委員長 棚本 邦由 


